
計画地

①

②

③

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

荒川区画街路
第１０号線、
交通広場

特別区道
１８０号線

１２m
【１２m】

約９２ｍ

特別区道
２６７号線

７．５～１９m
【１３．５～２５m】

約３５ｍ

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の位置

の限度

1 ８０％ １，０００％
高層部１７０ｍ
低層部  ４０ｍ

３ｍ
５ｍ

街
区

建築面積

1 約３，０７０㎡ 約２１０戸

建築敷地面積

1 約 ３，８９０㎡

都市計画決定

地区名
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の
位置の限度

ひぐらしの里
中央地区

１，０００％ ６０％（８０％） ２５０％ ５００㎡ ３ｍ，５ｍ

都市計画決定

（ひぐらしのさとちゅうおう）

ＮＯ．１２８　ひぐらしの里中央地区（組合施行）

１　計画の概要

荒川区西日暮里二丁目２５番１号

計画の概要

当地区は、ひぐらしの里地区再開発（西地区、中央地区、北地区）の中心核として位置づけられ
る主要なプロジェクトとしての役割を担っており、施設建築物は、店舗、事務所、公益施設、住
宅で構成された複合建築物（１棟）として整備する。

店舗については、１～４階に整備し、事務所・公益施設については、５～９階に整備する。特に３
階部分は、日暮里・舎人ライナー新駅及び西地区・北地区再開発ビルと歩行者デッキで連絡
し、地区の利便性・回遊性の向上を図る。

住宅については、１１～４０階に都市型住宅を整備する（計３４０戸）。

約０．７ha
鉄筋コンクリート造、鉄骨造
一部鉄骨鉄筋コンクリート造

地上４０階／地下２階 １５３ｍ

２　都市計画の内容

ひぐらしの里中央地区
第一種市街地再開発事業

約０．７ha

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

【】は全幅員
一部拡幅整備（約6,400
㎡の交通広場を一部含
む）
（地下部に公共駐輪場）

既存道路の付替え拡幅
（地下部に公共駐輪場）

既存道路の付替え拡幅
（地下部に公共駐輪場）

建築物の整備

主要用途

共同住宅、店舗、事務
所、公益施設、駐車場

延べ面積（容積対象） 住宅建設の目標

約５０，６８０㎡（約３８，８６０㎡） 約２４，６００㎡

建築敷地の
整備

整備計画 備考

敷地周囲に３～５mの壁面線の指定を行うととも
に、敷地内に約３４５㎡の歩道状空地を整備する
ことにより、良好な歩行者空間を確保し、駅前とし
て魅力ある環境を形成する。

平成１３年１２月１０日　荒川区告示第２７６号

３　高度利用地区

面積

約０．７ha

平成１３年１２月１０日　荒川区告示第２７５号



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　　月　　日

平成１０年３月

平成１１年９月

平成１２年６月１７日

平成１３年１２月１０日

平成１５年２月５日

平成１６年３月１５日

平成１６年３月２４日

平成１６年４月２８日

平成１７年４月１２日

平成１９年１２月１７日

平成２０年２月２９日

平成２１年３月１７日

平成２２年３月１１日

平成２３年３月３０日

４　事業計画の概要

３，８８６㎡ ８０％

５２，８０１㎡ １，０００％

用途

地下２階～地下１階 駐車場・駐輪場
住宅戸数 ３４０戸

地上１階～４階 店舗

地上５階～９階 事務所　公益施設
駐車場 ２０２台

地上１１階～４０階 住宅

平成１５年２月５日　　　東京都告示第１１１号
平成１６年３月１５日　　東京都告示第３５１号（変更）
平成１９年１２月１７日　東京都告示第１６２６号（変更）
平成２１年３月１７日　　東京都告示第３８２号（変更）
平成２２年３月１１日　　東京都告示第２９３号（変更）

約２２５億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

日暮里駅前周辺地区事業化推進調査（荒川区）

ひぐらしの里中央地区再開発推進協議発足

ひぐらしの里中央地区市街地再開発準備組合設立

都市計画決定（地区計画・高度利用地区・第一種再開発事業・公共自転車駐車場）

ひぐらしの里中央地区市街地再開発組合設立

事業計画変更認可

権利変換計画認可

権利変換期日

建築工事着手

事業計画変更認可

建築工事完了（公告）

事業計画変更認可

事業計画変更認可

ひぐらしの里中央地区市街地再開発組合解散

６　位置図



８　完成写真

７　区域図


